
（事前公表）  

  

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の２第１項第３号の規定による随意契約を

締結しようとしているので、奈良県契約規則（昭和３９年５月奈良県規則第１４号）第１ 

６条の２第２項の規定により、次のとおり公表します。  

  

  令和７年１２月８日  

  

  

１ 契約の名称及び数量  

旧奈良県郡山土木事務所 除草・剪定等業務委託   

    ※ 詳細は別添仕様書のとおり  

  

２ 契約の相手方の選定基準    次に掲げる者のいずれかであること  

(1) 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定する次に掲げるいずれかの施設を営む者  

① 障害者支援施設  

② 地域活動支援センター  

③ 障害福祉サービス事業を行う施設  

④ 小規模作業所  

⑤ ①から④に準ずる者として知事の認定を受けた者  

(2) 地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号に規定する次に掲げるいずれかの者  

  ①シルバー人材センター連合  

  ②シルバー人材センター  

③①又は②に準ずる者として知事の認定を受けた者  

   

３ 契約の相手方の決定方法  

(1) 上記２の基準に該当する者で期限までに有効な見積書を提出したもののうち、予定価格の範囲内

の価格で最低価格を提出した者を契約の相手方とします。  

(2) 最低価格となる額を２人以上が提出した場合、くじにより契約の相手方を決定します。  

(3) 予定価格の範囲内の価格を提出した者がいない場合には、入札執行の例により相手方を決定しま

す。  

(4) (3)によっても決定しない場合には、不調とします。  

  

４ 見積書の提出先及び提出期限  

(1) 提出先  奈良県郡山土木事務所 庶務工事課  

(2) 提出期限 令和７年１２月１７日 午後４時  

(3) その他  

① 見積書には上記２の基準に該当する者であることを明らかにする書類を添付してください。  

② 次の場合には当該見積書が無効となりますのでご留意ください。  

   ア 上記２に該当しない者が提出した見積書        

イ 記名を欠く見積書       

ウ 重要な文字の誤脱等により必要な事項が確認できない見積書     

エ 価格を加除訂正した見積書  

     オ 開封に際して、公正な開封の執行を害する行為があったと認められる場合  

  

５ 契約事務を担当する所属  

奈良県郡山土木事務所 庶務工事課 

住所：大和郡山市満願寺町６０番地１  

電話：０７４３－５１－０２０１（ダイヤルイン）  



FAX：０７４３－５５－３７６２  

  

６ 契約の解除等について  

  

(1) 決定後、契約締結までの間に、決定者について次のいずれかに該当する事由があると認められる

ときは、契約を締結しないものとします。  

① 決定者の役員等（法人にあっては役員（非常勤の者を含みます。）、支配人及び支店又は営業所
（常時契約に関する業務を行う事務所をいいます。以下同じ。）の代表者を、個人にあってはその
者、支配人及び支店又は営業所の代表者をいいます。以下同じ。）が暴力団員（暴力団員による不
当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号。以下「法」といいます。）第２条第６号
に規定する暴力団員をいいます。以下同じ。）であるとき。  

② 暴力団（法第２条第２号に規定する暴力団をいいます。以下同じ。）又は暴力団員が経営に実質的

に関与しているとき。  

③ 決定者の役員等が、その属する法人、自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で、又は第三

者に損害を与える目的で、暴力団又は暴力団員を利用しているとき。  

④ 決定者の役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的

若しくは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与しているとき。  

⑤ ③及び④に掲げる場合のほか、決定者の役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべ

き関係を有しているとき。  

⑥ この契約に係る下請契約又は資材及び原材料の購入契約等の契約（以下「下請契約等」といいま

す。）に当たって、その相手方が①から⑤までのいずれかに該当することを知りながら、当該者と

契約を締結したとき。  

⑦ この契約に係る下請契約等に当たって、①から⑤までのいずれかに該当する者をその相手方とし

ていた場合（⑥に該当する場合を除きます。）において、本県が当該下請契約等の解除を求めたに

もかかわらず、それに従わなかったとき。  

(2) 契約締結後、契約者について(1)の①から⑦までのいずれかに該当する事由があると認められる

とき又はこの契約の履行に当たって、暴力団又は暴力団員から不当に介入を受けたにもかかわら

ず、遅滞なくその旨を本県に報告せず、若しくは警察に届け出なかったと認められるときは、契

約を解除することがあります。この場合は、契約者は、損害賠償金を納付しなければなりませ

ん。  

    なお、(1)の①、③、④及び⑤中「決定者」とあるのは、「契約者」と読み替えるものとします。  



旧郡山土木事務所 除草・剪定等業務委託  仕様書  
  

●業務内容  

旧郡山土木事務所の除草及び剪定を行う。  

  

●履行場所及び回数  

履行場所及び回数は、次のとおりとする。  

旧郡山土木事務所（大和郡山市北郡山町２７４） １回  

 

●見積書の提出期限 令和７年１２月１７日 午後４時  

  

  

●実施時期  

実施時期は、原則として次のとおりとし、実施日の決定については、奈良県郡山土木

事務所長と協議のうえ、決定するものとする。  

・実施時期 令和８年１月１３日～令和８年３月１９日  

  

●完了報告作業終了時には、作業前及び作業後の写真を添付して完了届を提出すること。  

なお、写真については、撮影日等が明記されたプレートなどが写り込むようにし、作

業前及び作業後の撮影位置や角度等を揃え、作業内容が明瞭となるようにすること。  

  

●除草・剪定範囲 上記履行場所敷地内（参考：旧庁舎敷地面積 ４,５７４．８㎡）

詳細は、除草・剪定範囲図に示す範囲（別途配布します）  

  

●除草方法  

上記敷地内の雑草等を手刈り又は草刈機を用いて、刈高２ｃｍ程度の仕上げとする。

ただし、敷地フェンス、境界外の樹木等破損又は損傷のおそれがある場所については、

手刈りとする。また、敷地フェンスに付着したつる等の除去を行う。  

  

●経費負担  

作業に要する経費は、すべて受託者の負担とする。  

  

●禁止行為  

①除草剤等薬品の散布  

②刈草の焼却  

③不良刈刃等の廃品の投棄  

  

●安全管理等  

作業の実施においては、安全管理に努めるとともに、万一の災害発生時には、速やか

に、郡山土木事務所長に連絡し適切な措置を講ずるものとする。  

作業中の車両駐停車等については、近隣等より苦情のないように配慮し、受託者の責

任において管理するものとする。  


